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オフセット・クレジット（J-VER）制度におけるプログラム認証の方向性 

（論点ペーパー） 

 

 

 オフセット・クレジット（J-VER）制度では、既存の認証制度や新たに地域等で取り組ま

れる認証制度との融和性を保つため、オフセット・クレジット（J-VER）制度の全部又は一

部と整合していると認められる「プログラム」において発行されるクレジット等に代替し

てオフセット・クレジット（J-VER）を発行することを可能とする「プログラム認証」の手

続きを置いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．想定しうるプログラム認証対象 

（１）グリーンエネルギー認証センターの「グリーン電力証書」及び「グリーン熱証書」 

  グリーンエネルギー認証センターでは、2002 年から再生可能エネルギーによる発電量

をグリーン電力証書として認証している。また、同センターでは 2009 年 4 月から太陽熱

による発熱量をグリーン熱証書として認証する制度を開始する予定である。 

 

（２）地方公共団体による「二酸化炭素吸収証書」 

  地方公共団体では、企業の CSR 活動に基づく森林管理資金を森林吸収源対策に活用し、

実施された吸収源活動（間伐等）に基づき、二酸化炭素吸収証書を発行している。各制

度には対象施業やクレジット発行期間等に違いがあるが、統一的な認証基準に沿ったも

のについてはオフセット・クレジット（J-VER）としてプログラム認証の対象となり得る。 

 

（３）地方公共団体によるカーボン・オフセット認証制度 

  地方公共団体では、オフセット・クレジット（J-VER）制度に準じたカーボン・オフセ

ット認証制度を独自に設立し、当該地域での CO2 排出削減・吸収プロジェクトの認証を

行うことを検討している。 

（オフセット・クレジット（J-VER）制度実施規則におけるプログラム認証の位置づけ）

気候変動対策認証センター以外の機関が実施する制度が、本制度の全部又は一部と整合して

いると認められる場合、「プログラム」としてポジティブリスト上に位置付け、当該制度から発

行されたクレジット等に代替して、本制度において必要な範囲で追加的な手続きをとった上で、

オフセット・クレジット（J-VER）を発行し、本制度において管理することができる。プログラ

ム認証に関する手続きは J-VER 認証運営委員会において別途定めるものとする。 
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２．プログラム認証の方向性 

 

オフセット・クレジット（J-VER）制度との整合性の評価を判断するためのプログラム認

証基準及びプログラム認証手続きを整備する必要があるが、当該検討にあたっては、１．

に掲げるスキームを参考にすることとする。 

 

 

（１）プログラム認証対象の特色 

 １．に掲げるスキームには、以下のような特色があり、これらを踏まえ、プログラム認

証の設計を行う必要がある。 

 

 ・「既に一定の認証実績を有するもの」と「これから認証を開始するもの」 

 

 ・「CO2 排出削減・吸収量を認証するもの」と「CO2 排出削減・吸収量の前段階としての

活動量（エネルギー削減量など）を認証するもの」 

 

 ・「認証にあたって実地での検証を行うもの」と「認証にあたって実地での検証を行わな

いもの」 

 

（２）プログラム認証の認証基準 

 プログラム認証の認証基準を策定するにあたっては、以下の点について留意する必要が

ある。 

 

① プログラムを運営する主体及び体制 

 

・プログラムを運営する主体が個別プロジェクトと利害関係を有さない中立的立場に

あることを確保する必要があるのではないか。 

 

・プログラムを運営する主体が個別プロジェクトを審査・認証するに足る専門性を確

保するため、第三者有識者から成る審議機関を設置している必要があるのではない

か。 

 

② プログラムが利用する認証基準とオフセット・クレジット（J-VER）制度との整合性 

 

・オフセット・クレジット（J-VER）制度において認証基準（適格性基準・方法論等）

が作成されているプロジェクト種類については、プログラムが利用する認証基準は

オフセット・クレジット（J-VER）制度の認証基準に準拠している必要があるので
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はないか。 

 （例：森林による CO2 吸収量については、各都道府県で評価手法が異なっている。

市場流通型である J-VER にするには、同一の活動に対しては同一の排出削

減・吸収量の評価がなされるべきであり、オフセット・クレジット（J-VER）

制度に準拠した認証が行われる必要がある） 

 

・オフセット・クレジット（J-VER）制度において認証基準（適格性基準・方法論等）

が作成されていないプロジェクト種類については、プログラムが利用する認証基準

を参考にしつつ、オフセット・クレジット（J-VER）制度における認証基準を新規

に作成する必要があるのではないか。 

 （例：同一のプロジェクト種類に対して複数のプログラムが認証を行う際、同一の

活動に対しては同一の排出削減・吸収量の評価がなされるよう、統一的なル

ールを作成する必要がある） 

 

③ プログラム認証のポジティブリストへの位置づけ 

 

・CO2 排出削減・吸収量を認証するものについては、オフセット・クレジット（J-VER）

制度におけるプロジェクト種類ごとに、当該プロジェクト種類の認証を行う認証機

関をリスト化する形をとるべきか。 

 （例：間伐促進型プロジェクトの認証を行う認証機関として都道府県名を一覧化） 

 

・CO2 排出削減・吸収量の前段階としての活動量（エネルギー削減量など）を認証す

るものについては、当該プログラムの認証結果をオフセット・クレジット（J-VER）

化する、という１つのプロジェクト種類としてポジティブリストに追加する形をと

るべきか。 

 （例：グリーン電力証書を CO2 換算して J-VER 化するプロジェクト種類） 

 

 

④ プログラムの実績 

 

・プログラム認証を受ける時点で、何件程度の実績を有している必要があるとするべ

きか。 

 

・当該実績が適切であることをどのようにして判断するか。当該プロジェクトのモニ

タリング結果・検証結果等についてオフセット・クレジット（J-VER）制度側にお

いても確認する必要があるか。 

 

⑤ プログラムにおける申請～認証プロセスの整合性 
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・プログラムにおけるプロジェクトの申請～認証の順序については、オフセット・ク

レジット（J-VER）制度に準じたものであるべきではないか。 

 

・プログラムにおける検証は原則として ISO14065 認定を受けた検証機関が実施する

こととするが、プログラムにおいて検証がなされていない場合は、J-VER 化するに

あたって第三者検証機関による検証を受けることを検討するべきではないか。 

 

・プロジェクト申請書やモニタリングプラン等の様式については、最低限の要求事項

が含まれていれば独自に定めてもよいこととするべきではないか。 

 

・プロジェクト申請料や登録料等については、各プログラムでの作業人員等を勘案し

て独自に定めてもよいこととするべきではないか。 

 

⑥ プログラム間の情報共有・情報公開 

 

・プログラム認証対象のプログラムにおいて申請されたプロジェクトが、オフセッ

ト・クレジット（J-VER）認証運営委員会又は他のプログラムに再度申請されない

よう、オフセット・クレジット（J-VER）認証運営委員会との間で緊密な情報共有

を行うべきか。または、オフセット・クレジット（J-VER）認証運営委員会で最終

的にクレジットを発行する際に二重申請がないことを確認するべきか。情報共有を

行う際、申請書受理、登録、認証などの各段階のいずれにおいてオフセット・クレ

ジット（J-VER）認証運営委員会に報告することとするべきか。 

 

・各プログラムにおいて申請書受理、登録、認証されたプロジェクトについては、当

該プログラムのホームページ等において公表するべきではないか。 

 

・各プログラムにおいて、オフセット・クレジット（J-VER）化を想定していないプ

ロジェクトについてはオフセット・クレジット（J-VER）認証運営委員会への報告

を免除するべきか。 

 

⑦ オフセット・クレジット（J-VER）への変換方法と二重発行の回避 

 

・各プログラムにおいて認証されたものについて、オフセット・クレジット（J-VER）

認証運営委員会に対してオフセット・クレジット（J-VER）の発行申請を行う主体

はプロジェクト事業者とするべきか、プログラム管理者が一括して行うことができ

るとするべきか。 

 

・各プログラムにおいて独自に証書等を発行する場合、オフセット・クレジット

（J-VER）の発行に伴い、当該証書等を無効とする手続きをとっていることを確保
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する必要があるのではないか。 

 

⑧ プログラム認証前の認証案件のオフセット・クレジット（J-VER）化の是非 

 

・プログラム認証が行われる前に各プログラムにおいて認証したプロジェクトについ

て、クレジット発行対象期間中に当該プログラムにおいて認証されたプロジェクト

であればオフセット・クレジット（J-VER）の発行対象としてよいか。 

 

⑨ その他 

 

・その他に論点はあるか。 
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（別紙） 

J-VER 制度のスキーム 

プロジェクト
実施者）

全体の流れ

ポジティブリスト
の設計

プロジェクト
計画

プロジェクト
申請

プロジェクト
登録

モニタリング

検証

検証機関 認証運営委員会

認証

J-VER発行

J-VER管理

プロジェクトの実施

気候変動対策認
証センター

ポジティブリスト、
適格性基準、方
法論を設計する

計画
方法論、モニタリ
ングガイドライン
に則って申請書
を作成

申請受理/確認
申請書を確認し、
受理を行う。案件
のパブリックコメ
ントをWeb上で募
集する。

登録審査/登録
認証センターによるバリデーションを実施
し、運営委員会が登録を行う。

モニタリング
モニタリングプラ
ンに則ってモニタ
リングを実施し、
モニタリング報告
書を作成

検証
モニタリング報告
書の検証を行い、
検証報告書を作
成

認証
検証報告書に基
づき認証を行う

J-VER発行
認証された排出
削減・吸収量は
J-VERとして発
行される

発行通知受領
発行通知を受け
取る

J－VER管理
登録簿でJ-VERを管理する

プロジェクトの計画

申請書提出・申請

登録通知

モニタリング報告書
の提出

検証報告書
の提出

J-VERを事業者口座に
入れる

発行通知

プロジェクト
実施者）

全体の流れ

ポジティブリスト
の設計

プロジェクト
計画

プロジェクト
申請

プロジェクト
登録

モニタリング

検証

検証機関 認証運営委員会

認証

J-VER発行

J-VER管理

プロジェクトの実施

気候変動対策認
証センター

ポジティブリスト、
適格性基準、方
法論を設計する

計画
方法論、モニタリ
ングガイドライン
に則って申請書
を作成

申請受理/確認
申請書を確認し、
受理を行う。案件
のパブリックコメ
ントをWeb上で募
集する。

登録審査/登録
認証センターによるバリデーションを実施
し、運営委員会が登録を行う。

モニタリング
モニタリングプラ
ンに則ってモニタ
リングを実施し、
モニタリング報告
書を作成

検証
モニタリング報告
書の検証を行い、
検証報告書を作
成

認証
検証報告書に基
づき認証を行う

J-VER発行
認証された排出
削減・吸収量は
J-VERとして発
行される

発行通知受領
発行通知を受け
取る

J－VER管理
登録簿でJ-VERを管理する

プロジェクトの計画

申請書提出・申請

登録通知

モニタリング報告書
の提出

検証報告書
の提出

J-VERを事業者口座に
入れる

発行通知
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グリーン電力証書のスキーム図 

グリーン電力事業者
（プロジェクト実施者）

【プロジェクト登録】
発電設備を認定し、登録された
発電所を公開する

全体の流れ

【プロジェクトの計画】
ガイドラインに基づき、グリーン電力証書の発行を目
的とした発電所建設（プロジェクト計画）を作成

【検証・承認】
センターがモニタリング結果を
検証し、確認の上で承認
（証書発行の権利を与える）

【証書の発行】
事業者が証書発行

グリーンエネルギー
認証センター

【モニタリング】
計量器に示された発電量を写真で確認（現地
調査は必要と認められない限り実施しない）
及びグリーン電力認証対象電力量報告書等
の申請書を提出

プロジェクトの
計画立案

プロジェクト
有効化審査

プロジェクト
登録

モニタリング

グリーン電力証
書の検証・認証

証書の発行

【証書の管理】
発行された証書はシリアル番号
ごとに認証センターが管理・Web
サイトで公表

グリーン電力証書申請事
業者兼証書発行者

【発電設備認定への申請】
グリーン電力発電設備概要書等、複数の申請書を作
成・提出する

【申請書審査】
認証基準に合致するか確認、
合わせて法令遵守・社会的合
意も確認

証書の管理

申請依頼

申請書提出・申請

申請書提出・申請

証書発行許可を付与

登録通知

グリーン電力事業者
（プロジェクト実施者）

【プロジェクト登録】
発電設備を認定し、登録された
発電所を公開する

全体の流れ

【プロジェクトの計画】
ガイドラインに基づき、グリーン電力証書の発行を目
的とした発電所建設（プロジェクト計画）を作成

【検証・承認】
センターがモニタリング結果を
検証し、確認の上で承認
（証書発行の権利を与える）

【証書の発行】
事業者が証書発行

グリーンエネルギー
認証センター

【モニタリング】
計量器に示された発電量を写真で確認（現地
調査は必要と認められない限り実施しない）
及びグリーン電力認証対象電力量報告書等
の申請書を提出

プロジェクトの
計画立案

プロジェクト
有効化審査

プロジェクト
登録

モニタリング

グリーン電力証
書の検証・認証

証書の発行

【証書の管理】
発行された証書はシリアル番号
ごとに認証センターが管理・Web
サイトで公表

グリーン電力証書申請事
業者兼証書発行者

【発電設備認定への申請】
グリーン電力発電設備概要書等、複数の申請書を作
成・提出する

【申請書審査】
認証基準に合致するか確認、
合わせて法令遵守・社会的合
意も確認

証書の管理

申請依頼

申請書提出・申請

申請書提出・申請

証書発行許可を付与

登録通知
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グリーン熱証書のスキーム図 

グリーン熱事業者
（プロジェクト実施者）

【プロジェクト登録】
グリーン熱設備を認定し、登録
された熱設備を公開する

全体の流れ

【プロジェクトの計画】
ガイドラインに基づき、グリーン熱証書の発行を目的とし
た発電所建設（プロジェクト計画）を作成

【検証・承認】
センターがモニタリング結果を
検証し、確認の上で承認
（証書発行の権利を与える）

【証書の発行】
事業者が証書発行

グリーンエネルギー
認証センター

【モニタリング】
計量器に示された熱量を写真で確認（現地調
査は必要と認められない限り実施しない）及
びグリーン熱認証対象の熱量報告書等の申
請書を提出

プロジェクトの
計画立案

プロジェクト
有効化審査

プロジェクト
登録

モニタリング

グリーン熱証書
の検証・認証

証書の発行

【証書の管理】
発行された証書はシリアル番号
ごとに認証センターが管理・Web
サイトで公表

グリーン熱証書申請事業者
兼証書発行者

【熱設備認定への申請】
グリーン熱認証対象熱量報告書等、複数の申請書を
作成・提出する

【申請書審査】
認証基準に合致するか原則と
して現地調査を実施し確認、
合わせて法令遵守・社会的合
意も確認

証書の管理

申請依頼

申請書提出・申請

申請書提出・申請

証書発行許可を付与

登録通知

グリーン熱事業者
（プロジェクト実施者）

【プロジェクト登録】
グリーン熱設備を認定し、登録
された熱設備を公開する

全体の流れ

【プロジェクトの計画】
ガイドラインに基づき、グリーン熱証書の発行を目的とし
た発電所建設（プロジェクト計画）を作成

【検証・承認】
センターがモニタリング結果を
検証し、確認の上で承認
（証書発行の権利を与える）

【証書の発行】
事業者が証書発行

グリーンエネルギー
認証センター

【モニタリング】
計量器に示された熱量を写真で確認（現地調
査は必要と認められない限り実施しない）及
びグリーン熱認証対象の熱量報告書等の申
請書を提出

プロジェクトの
計画立案

プロジェクト
有効化審査

プロジェクト
登録

モニタリング

グリーン熱証書
の検証・認証

証書の発行

【証書の管理】
発行された証書はシリアル番号
ごとに認証センターが管理・Web
サイトで公表

グリーン熱証書申請事業者
兼証書発行者

【熱設備認定への申請】
グリーン熱認証対象熱量報告書等、複数の申請書を
作成・提出する

【申請書審査】
認証基準に合致するか原則と
して現地調査を実施し確認、
合わせて法令遵守・社会的合
意も確認

証書の管理

申請依頼

申請書提出・申請

申請書提出・申請

証書発行許可を付与

登録通知
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プロジェクト
実施者

【プロジェクト登録】
プロジェクトを登録し、
プロジェクト名及び申請
書をWeb上で公開

全体の流れ

【プロジェクトの計画】
方法論、モニタリングガ
イドラインに則って申請
書を作成

【検証】
モニタリング報告書の
検証を行い、検証報告
書を作成

【認証】
検証報告書に基づき、認証
を行う

【モニタリング】
モニタリングプランに
則って、モニタリングを
実施し、モニタリング報
告書を作成

プロジェクトの
計画立案

プロジェクト
有効化審査

プロジェクト
登録

モニタリング

検証

認証結果の管
理

【認証結果の管理】
認証結果を都道府県・認証
審査委員会（仮称）が管理・
Ｗｅｂサイトで公表

検証機関

【申請受理/確認】
申請書を受理し、有効
化審査を実施

都道府県・認証審
査委員会（仮称）

J-VER発行/管
理

【J-VER発行/管理】
都道府県による認証結果
を確認した上でＪ－ＶＥＲ
を発行

申請書提出

検証報告書の提出
モニタリング報告書の提出

登録通知

発行申請

認証運営委員会・
気候変動対策認

証センター

【発行通知受領】
発行通知を受ける

発行通知

認証

プロジェクトの実施

プロジェクトの計画

プロジェクト
実施者

【プロジェクト登録】
プロジェクトを登録し、
プロジェクト名及び申請
書をWeb上で公開

全体の流れ

【プロジェクトの計画】
方法論、モニタリングガ
イドラインに則って申請
書を作成

【検証】
モニタリング報告書の
検証を行い、検証報告
書を作成

【認証】
検証報告書に基づき、認証
を行う

【モニタリング】
モニタリングプランに
則って、モニタリングを
実施し、モニタリング報
告書を作成

プロジェクトの
計画立案

プロジェクト
有効化審査

プロジェクト
登録

モニタリング

検証

認証結果の管
理

【認証結果の管理】
認証結果を都道府県・認証
審査委員会（仮称）が管理・
Ｗｅｂサイトで公表

検証機関

【申請受理/確認】
申請書を受理し、有効
化審査を実施

都道府県・認証審
査委員会（仮称）

J-VER発行/管
理

【J-VER発行/管理】
都道府県による認証結果
を確認した上でＪ－ＶＥＲ
を発行

申請書提出

検証報告書の提出
モニタリング報告書の提出

登録通知

発行申請

認証運営委員会・
気候変動対策認

証センター

【発行通知受領】
発行通知を受ける

発行通知

認証

プロジェクトの実施

プロジェクトの計画

 


